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Ⅰ．熊本県球磨川地域（人吉市・球磨郡内県有林を除く）、天草地域内

県有林の概要 

 

１．森林の所有者 ： 熊本県知事 潮谷義子 

 

２．森林の管理者  ：  熊本県知事 潮谷義子 

 

３．認証の区域    ： 熊本県球磨川地域（人吉市・球磨郡内県有林を除く）、天草地域内の県有林 

 

４．森林の面積    ：  １，７４０．３１ha 

 

５．団地数        ：  １４団地   熊本県八代市、水俣市、天草市、上天草市 

 

６．齢級別森林資源の構成：別紙「樹種・齢級別資源構成表」 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ha 1.53 1.50 92.17 168.25 269.37 116.66 50.67 9.04 7.33 13.75 0.02 0.41 730.70

361 459 19,947 39,203 81,621 32,930 14,482 3,760 3,473 6,504 1 228 202,969

ha 0.95 14.68 16.84 48.54 44.65 245.46 163.02 95.49 56.42 11.76 2.36 0.20 1.20 701.57

0 778 1,598 6,638 12,761 49,534 40,230 26,367 19,468 2,898 617 57 320 161,266

ha 1.70 1.17 1.03 3.56 28.13 0.26 35.85

7 2 374 247 3,399 109 4,138

ha 0.15 6.94 9.21 16.30

8 111 148 267

ha 2.17 0.58 2.75

100 68 168

ha 1.20 2.94 0.40 1.00 0.43 5.97

0 81 197 406 43 727

ha 2.15 1.70 1.17 21.47 18.92 141.11 212.90 516.86 290.61 183.50 65.46 19.09 16.11 0.26 0.22 0.00 0.00 1.20 0.41 0.00 1,493.14

0 7 2 1,328 2,125 26,782 51,964 131,935 73,561 44,396 23,228 6,371 7,121 109 58 0 0 320 228 0 369,535

ha 10.29 1.00 11.29

1,614 483 2,097

ha 1.16 3.32 0.07 5.11 7.64 5.38 27.47 75.96 26.30 0.36 12.37 0.24 2.53 167.91

20 4 4 296 425 588 1,922 8,337 5,370 4 1,385 5 339 18,699

ha 0.00 1.16 3.32 0.07 5.11 7.64 0.00 5.38 37.76 76.96 26.30 0.36 12.37 0.24 0.00 0.00 2.53 0.00 0.00 0.00 179.20

0 20 4 4 296 425 0 588 3,536 8,820 5,370 4 1,385 5 0 0 339 0 0 0 20,796

ha 2.15 2.86 4.49 21.54 24.03 148.75 212.90 522.24 328.37 260.46 91.76 19.45 28.48 0.50 0.22 0.00 2.53 1.20 0.41 0.00 1,672.34

0 27 6 1,332 2,421 27,207 51,964 132,523 77,097 53,216 28,598 6,375 8,506 114 58 0 339 320 228 0 390,331

ha

ha 20.97

ha 47.00

ha 67.97

2.15 2.86 4.49 21.54 24.03 148.75 212.90 522.24 328.37 260.46 91.76 19.45 28.48 0.50 0.22 0.00 2.53 1.20 0.41 0.00 1,740.31

0 27 6 1,332 2,421 27,207 51,964 132,523 77,097 53,216 28,598 6,375 8,506 114 58 0 339 320 228 0 390,331  

 

７．地域の概況 

  【球磨川地域内県有林（人吉市・球磨郡内県有林を除く）】 

 

（1）地域の概況 

  当地域は西の八代海に面したリアス式海岸から東の脊梁山系を形づくる急峻な山岳地帯まで多様

な自然を有し、九州中央山地国定公園に指定されているほか、五木五家荘県立自然公園、芦北海岸 

県立公園等に指定され優れた景勝地を形成している。 

  気候は、年平均気温は１７℃で温暖な海洋性気候から、夏暑く冬の寒さが厳しい典型的内陸性気 

  候まで幅広く、年降水量は 2,000mm を超える多雤地域である。 

   地域の総面積は 114,400ha で、そのうち森林面積が 83,300ha、総面積の 73％を占めている。民有 

林面積は 69,000ha で人工林率は 75％と高いが、海岸地域の人工林は松くい虫被害跡地にスギ・ヒノ 

キを植栽しているため、まだ未成熟である。 
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（2）対象森林の沿革・概要 

  認証対象となる県有林は、９団地 1,258.03ha であり、県下県有林の 12％を占めている。スギ、ヒ 

ノキを中心(91％)とする人工林が主体であるが、７齢級以下が中心の団地もあり、今後経営林とし 

て地域内外に木材を提供する地域である。 

   また日本原産のクレマチスであるカザグルマを保護するため、特定希尐野生動物保護区に指定さ 

れた公益保全の森等を設置している。 

 

 樅木団地  113.73ha  

  一部アカマツとスギの混交林があるが、大半は８令級以上のスギ・ヒノキ林である。成長もよく、

枝打ち等の手入れも行き届いており、今後は積極的に木材を生産することができる団地である。ま

た、 全域が水源涵養保安林に指定され、水土保全林として管理されている。 

 

 西の岩団地 99.54ha 

  尾根筋に保護樹帯を配置した、大半がスギ人工林の団地である。全域が水源涵養保安林に指定さ 

れ、殆どを水土保全林として管理されているが、谷川沿いの部分をやすらぎの森として、ベンチな 

どを備え、訪れる人たちの憩いの場となるよう、森林と人との共生林として管理している。 

 

 八軒谷団地  71.03ha 

  大半が８齢級以上のスギ人工林であるが、尾根に近いため成長が悪く、まだ保育が必要な団地で 

ある。全域が水源涵養保安林に指定され、水土保全林として管理されている。 

 

 平団地  386.70ha  

  大半が７齢級以下の保育期のスギ・ヒノキの人工林である。全域が水源涵養保安林に指定され、 

水土保全林と一部が森林と人との共生林、資源循環林となっているが、団地が急傾斜地であるため 

将来は全域水土保全林として管理していく予定である。 

 

 菖蒲谷団地 33.31ha 

    大半が保育期のスギ・ヒノキ人工林で、全域が水源涵養保安林に指定され、水土保全林と谷川沿 

いの部分を西の岩団地と併せて森林と人との共生林として管理されている。 

 

 朴の木団地  45.50ha 

  大半が７齢級未満の保育期のスギ・ヒノキの人工林であるが、作業道が通ってないため、収穫期 

にはいったときの搬出方法の検討が課題の団地である。全域が水源涵養保安林に指定され、水土保 

全林として管理されている。 

 

 日奈久公益保全の森 18.61ha 

    熊本県指定の希尐野生動植物種カザグルマの県内唯一の自生地であり、平成１０年度に県が生育 

環境の保全を目的として購入した団地である。大半がスギ・ヒノキの人工林となっているが、土質 

からほとんど成林しておらず、専門家の協力を得ながら、カザグルマの保護管理に努めている。 

  全域が土砂流出防備保安林に指定されており、水土保全林として管理されている。 

 

 仁田尾地域環境保全林 213.38ha 

  川辺川の最上流部に位置する森林であり、水源かん養機能等森林の持つ公益的機能に対する期待 

が大きい地域であったが、土地所有者の林業経営意欲の低下から森林の管理が行き届かず、林地荒 

廃や開発目的での森林の売却が懸念されたため、平成１１年度から１５年度にかけ取得した団地で 

ある。大半が８齢級以上のスギ・ヒノキの人工林であるが、間伐等の保育作業が急務の団地である。 
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  全域が水源涵養保安林に指定され、水土保全林として管理されている。 

   

 正千山団地 276.52ha  

  団地の９割が８齢級以上のスギ・ヒノキの人工林でその大半をヒノキが占めている。林道・作業 

道の整備が進んでおり、路網密度は 100m/ha を超え、本地域の県有林平均路網密度の３倍以上整備 

されている。そのため、列状間伐などが早くから採り入れられており、当地域の県有林における素 

材生産の中心となっている団地である。 

  全域が水源涵養保安林に指定され、水土保全林として管理されている。 

 

 

（3）林道・作業道 

   林 道：１路線 5,711m  作業道：13 路線 25,840m 総延長 31,551m  路網密度 25.1m/ha 

 

（4）施業履歴（過去５年間） 

    保育間伐が中心であるが、資源の成熟化により利用間伐が増加傾向にある。 

 

人吉市・球磨郡を除く球磨川地域内県有林における森林整備実績表（単位：ha） 

事業種名 / 年度 １４ １５ １６ １７ １８ 計 

新  植 0.19 1.95 0 0 0.42 2.56 

下 刈 り     1.99 2.12 3.87 3.87 3.20 15.05 

保育間伐 84.94 39.51 75.35 90.49 98.85 389.14 

利用間伐 15.14 28.11 11.84 6.52 31.58 93.19 

主  伐 0 0 0 0 0 0 

 

素材生産量(単位：㎥) 

年      度 １４ １５ １６ １７ １８ 計 

素材生産量(m3) 1,056 2,008 828 210 1,604 5,706 

 

 

（5）森林被害の記録（過去５年）と概況 

    主な森林被害は、台風による風害、水害であるが、対象地域内に、顕著な立木被害はみられない。

近年シカによる新植地の食害や成木の剥皮被害がスポット的に認められ、拡大しつつある。 
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【天草地域内県有林】 

 

（1）地域の概況 

  天草諸島は有明海、八代海及び東シナ海に囲まれ、上島、下島を初めとする大小１２０の島々か

らなり、リアス式海岸や海蝕海岸といった特色ある海岸線に囲まれ、雲仙天草国立公園に指定され

ている風光明媚な地域である。 

  気候は、温暖な海洋性気候で年平均気温は１６．５℃、年降水量は 1,900mm である。 

   地域の森林面積は 58,300ha で総面積 87,600ha の 66％を占めている。そのうち民有林面積は

57,000ha で人工林率は 40％と低く、人工林の 70％を占めるヒノキ林のほとんどが松くい虫被害跡地

に植栽されており、表土が薄く栄養分の乏しい土地に生育しているため、成長も悪く未成熟な森林

がほとんどである。 

 

（2）対象森林の沿革・概要 

  認証対象となる県有林は、５団地 482.28ha と尐なく、その内４団地は、スギ・ヒノキ人工林によ

る木材生産を目的とした施業を行っており、人工林率は 67％と地域内では高くなっているが、松く

い虫被害跡地に植栽したヒノキ林も多く、土壌が浅く雤量が尐ないことも重なり、成長が悪く未成

熟な森林が多い。 

   また、残りの１団地(福連木)については、生活環境保全林としての整備、管理を行っており高齢

級のヒノキと、シイ・カシ等の混交林となっている。 

 

 動鳴山団地 85.63ha 

    大半がヒノキ人工林の団地であり、残りのほとんどをマツ林(アカマツ・クロマツ)が占める。ヒ

ノキ林の大半は６令級以下の若齢林である。東西に延びる尾根沿いであるため、生長が悪く、まだ

保育が必要な団地である。全域が水源かん養保安林に指定され、水土保全林として管理されている。 

 

 下山団地  161.11ha 

    ３つの離れた林班で構成された、大半が８令級以上のヒノキ人工林の団地である。比較的生長が

よく、間伐等の手入れも計画的に実施しているため、今後は積極的に木材を生産することができる

団地である。全域が水源かん養保安林に指定され、水土保全林と一部が森林と人との共生林として

管理されている。 

 

 向辺田団地  52.91ha 

２つの離れた林班で構成された、人工林率 20％の団地である。人工林の大半を占めるヒノキは昭

和 50 年代に植栽されているが、外洋に面し風当たりが強く、急峻な地形であり、生長は極めて悪い。

全域が雲仙天草国立公園第Ⅱ種特別地域に指定されているとともに水源かん養保安林に指定され、

森林と人との共生林として管理されている。 

 

 隠連木団地  141.80ha 

大半がヒノキ人工林の団地である。ヒノキ林の半分が８令級であり、残りは７令級以下の若齢林

である。間伐等の手入れも計画的に実施しており、材の素性もよいため、今後は積極的に木材を生

産することができる団地である。全域が水源かん養保安林に指定され、水土保全林と一部が森林と

人との共生林として管理されている。 

 

 福連木生活環境保全林  40.83ha 

  広域総合生活環境保全林整備事業により国有林を購入し、県民の「憩いの森」として管理してい

る団地である。団地内には森とのふれあいを促進するための管理歩道や休憩施設等の便益施設を設
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置している。熊本県福連木角山自然環境保全地域に含まれ、水源かん養保安林及び保健保安林に指

定され、森林と人との共生林と一部が水土保全林として管理されている。 

 

 

（3）林道・作業道                                                                         

   林 道：なし   作業道：10 路線   総延長 14,300m   路網密度 29.65m/ha  

                                                                                          

                                                                                          

（4）施業履歴（過去５年間）                                                               

    保育間伐が増加傾向にある。                  

                 天草地域内県有林における森林整備実績表（単位：ha）                

事業種名 / 年度 １４ １５ １６ １７ １８ 計 

新  植 0 0 0 0 0 0 

下 刈 り     9.14 9.14 4.62 1.62 1.62 26.14 

保育間伐 40.15 40.40 36.63 43.30 40.64 201.12 

利用間伐 13.31 5.97 7.81 18.50 10.87 56.46 

主  伐 0 0 0 0 0 0 

                                                                                          

 

               素材生産量(単位:㎥)                

年      度 １４ １５ １６ １７ １８ 計 

素材生産量(m3) 414 302 222 479 318 1,735 

                                                                                           

                                                                                           

（5）森林被害の記録（過去５年）と概況                                                      

    主な森林被害は、台風による風害、水害であるが、顕著な立木被害はみられない。             
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12．経営方針 

「熊本県県有林経営方針」の概要は次のとおりである。 

 

 １）経営の目的 

   県有林を適切に施業及び管理することにより、県土の保全、水資源のかん養、自然環境の維持 

  形成、県民の保健休養の場の提供、林産物の持続的供給等の機能の発揮を図り、もって森林・林 

  業行政の先導的役割を果たすとともに、県民の福祉の向上及び地域の振興に資する。  

 

  ２）経営の方針 

 （１）県有林は県内の森林・林業関係者の模範として、率先して持続可能な森林経営を推進すると 

   ともに、県林務技術者の技術力の向上の場として、新しい施業技術を積極的に取り入れる努力 

   をするものとする。 

 

 （２）森林への県民の期待は、木材等林産物の供給をはじめ、水源かん養、県土の保全、地球温暖 

   化の防止、野生動植物の生育・生息の場、保健休養や環境教育の場の提供 等多様化、高度化し 

ている。 

      県有林ではこれら森林の多面的機能の発揮を図るため、森林資源の状況、自然的・経済的条件、 

   地域の特性やニーズ等を総合的に考慮しながら森林を重視すべき機能に応じた森林の利用区分 

   を行い、それぞれに適した施業を行うものとする。 

 

 （３）県有林の経営に当たっては、純県有林と分収林に区分して経営を行うものとする。 

 

  ３）森林利用区分 

   森林の利用区分に当たっては、国の「森林・林業基本計画」や本県の「地域森林計画」等との 

  整合を図る観点から、①山地災害の防止機能又は水源かん養機能を重視する「水土保全林」、② 

  生活環境保全機能又は保健文化機能を重視する「森林と人との共生林」、③木材等生産機能を重 

  視する「資源の循環利用林」の３区分とし、林分毎に区分を行うものとする。 

 

 （１）水土保全林 

      土砂の崩壊又は流出等山地に起因する災害を防ぐための森林の整備や河川流量を平準化し、 

   渇水や洪水を緩和するなどの水源かん養を図るための森林の整備・保全を目的とすることから、 

   重要河川の上流区域・生活用水を利用している区域、急峻な地形の区域を選定する。 

 

  （２）森林と人との共生林 

        自然環境保全の観点から重要な森林を的確に保護するとともに、身近な自然としての森林な 

   どを適切に保全することを目的とすることから、公益保全の森、地域環境保全林、自然憩いの 

   森及び貴重な樹木、動植物が生育する区域を選定する。 

 

  （３）資源の循環利用林 

        生育良好な林分で、安定かつ効率的な木材供給を目的とすることから、上記区分以外の区域 

   を選定する。 

 

  ４）純県有林に係る経営の基本方針 

      純県有林の経営に当たっては、環境に配慮した森林整備を推進するとともに、森林資源を利用 

  しながら、林齢の平準化を図り、持続可能な林分構成の構築に努める。 
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 （１）水土保全林 

   次のとおり経営を行うものとする。 

    ①目指すべき林相等 

         この森林は、山地災害の防止、水源かん養の公益的機能を重視し、単層林から複相林への 

    誘導を図るものとする。 

      特に、災害等により公益的機能が著しく低下した林分については、広葉樹の林相への誘導 

    を図るものとする。 

          また、必要に応じて、治山事業等の実施を行うこととする。 

    ②収穫方法 

          複層林への誘導を目的とした抜き刈り等による「非皆伐施業」を原則とするが、施業上や 

    むを得ないときは小面積の「皆伐」ができるものとする。 

    ③更新・保育等 

    ｱ.人工林については、間伐を計画的に実施することとし、周辺の植生や地形・地質等を踏ま 

     えつつ必要に応じて強度な間伐を行い、在来の郷土樹種（広葉樹）の進入を促進させる。 

     小面積の皆伐を実施した場合は、できるだけ人工植栽を行い確実な更新を図る。  

    ｲ.天然林については、必要に応じて樹種の多様性を増進するための「受光伐」を実施するも 

     のとする。 

    ｳ.未立木地については人工植栽等により、植生の早期回復を図るものとする。 

    ④路網整備 

    ｱ.林道等の開設状況を踏まえつつ、周辺の環境に配慮しながら作業道の開設を行うものとす 

     る。 

    ｲ.作業道の計画に当たっては、地形・地質等に十分配慮しつつ県有林林分だけでなく周辺の 

     森林を含めた一体性を考慮し線形を決定する。 

 

 （２）森林と人との共生林 

   次のとおり経営を行うものとする。 

    ①目指すべき林相等 

         この森林は、自然のままの良好な状態を維持する森林、地域の風土的景観等を確保するた 

    めの森林、森林空間利用のための森林等、それぞれの目的に適した林相への誘導を図るもの 

   とする。 

    ②収穫方法 

         基本的に収穫の対象としない。 

    ③更新・保育等 

    ｱ.人工林については、在来の郷土樹種（広葉樹）の進入を容易にするための強度な間伐を行 

     うほか、必要に応じて下層に広葉樹の植栽を行い針広混交林への誘導を図るものとする。 

    ｲ.天然林については、必要に応じて樹種の多様性を増進するための「受光伐」を実施する。 

    ｳ. 未立木地については人工植栽等により植生の回復を図るものとする。 

    ④路網整備 

    ｱ.林道等の開設状況を踏まえつつ、周辺の環境に配慮しながら作業道の開設を行うものとす 

     る。  

    ｲ.作業道の計画に当たっては、地形・地質等に十分配慮しつつ県有林林分だけでなく周辺の 

     森林を含めた一体性を考慮し線形を決定する。 

    ⑤ふれあいの場としての森林 

    ｱ.県民が森林とふれあい、教育・文化・健康づくり等の場としての利用の促進を図る。 

    ｲ.利用者の利便性を確保することが必要と認められるときは、地域の実情を勘案してそれら 

     に要する施設の整備管理等を市町村長等に委ねることができるものとする。 



8 

 

    ⑥２５世紀文化遺産としての森林 

        「木の文化」の象徴である神社・仏閣等の伝統的木造建築物の修復等に必要な資材を提供 

    するとともに、森林の重要性や森林と文化財とのかかわり等を学習する象徴的な拠点を新た 

    に設置し、その保全を図る。 

 

 （３）資源の循環利用林 

   次のとおり経営を行うものとする。 

    ①目指すべき林相等 

         この森林は、人工林施業を積極的に展開し、木材生産を主目的とした質と量に優れ収益性 

    の高い森林への誘導を図るものとする。 

    ②収穫方法 

       ｱ. 最終的には「皆伐」によるものの、それまでの間は「抜き伐り」による収穫を行うもの 

     とする。 

       ｲ. 「皆伐」の伐採齢は８０年を目途とし、木材価格の動向を見ながら伐期を決定する。 

           ただし、８０年に到達した森林であっても樹勢が旺盛でさらなる成長が期待できるとき 

     は伐採齢を１００年程度まで延長することができるものとする。 

    ③更新・保育等 

       ｱ. 「皆伐」を実施したときは、直ちに植栽を行い更新を図るものとする。 

       ｲ.  森林の生育状況に応じて間伐等の必要な保育作業を確実に実施する。 

    ④路網整備 

       ｱ.  木材搬出経費の節減及び森林の更新・保育に当たり、路網整備は必要な場合は、既設林 

     道等の開設状況を勘案するとともに、周辺の環境に配慮しながら作業道の開設を積極的に 

     行うものとする。 

       ｲ.  作業道の開設に当たっては、県有林だけでなく周辺の森林を含めた一体性を考慮すると 

     ともに、地形・地質等に十分配慮するものとする。 

 

 

13．環境方針 

 「県有林環境方針」の概要は次のとおりである。 

 

  熊本県は、県有林において、熊本県環境基本指針並びに県有林経営基本方針及び県有林経営計画 

に基づき、自然環境保全、生活環境の維持・改善あるいは地球環境の保全に積極的に取り組み、持 

続可能な資源循環型社会の形成に貢献するため、下記事項を念頭に置いて、経営林においては、生 

物多様性の保全を考慮した施業を行い、環境林については保護保存を原則とし、持続可能な森林経 

営を行う。 

 

 １）自然環境の保全 

  （１）県有林に生息・生育する様々な動植物の生息・生育地の保全を図るため、自然度の高い天然 

  林の保護保存に努めるとともに、希尐な野生動植物については、適切な保護・管理を行う。ま 

   た、周辺の人工林においても、保護樹帯や水辺林の保全並びに下層植生の維持に努める。 

  （２）県民の積極的な自然保護活動を推進するため、様々なふれあいの機会を設定する。 

 （３）日奈久公益保全の森を保護保存を目的とした整備を行っていく。 

 

 ２）生活環境の保全 

  （１）適正な森林管理により清らかで豊かな水資源や県土の保全に努める。 

  （２）身近な自然とのふれあいの場として県民に憩いの場を提供する森林を整備する。 
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 （３）天草市の福連木生活環境保全林などを対象とする。 

 

  ３）地球環境の保全 

  （１）適切な森林施業の実施により、二酸化炭素の吸収量の増加を図るとともに、木材の需要拡大、 

   木質資源の有効活用に努め、炭素固定の長期化を図る。 

  （２）山地荒廃の恐れのある森林についても適切な森林管理に努め、地域環境の保全に努める。 

 （３）経営林における木材生産の効率化に努めるとともに、川辺川上流の八代市泉町の仁田尾団地 

   を地域環境保全林として適切に管理整備していく。 

 

  ４）環境関連法令等の遵守 

       熊本県環境基本条例等環境に関する法令等を遵守し、自然環境の保全及び環境汚染の予防に 

   努める。 

 

 ５）情報の公開 

    県有林の管理経営に関する情報は、熊本県情報公開条例に基づき、情報公開に積極的に取り 

   組む。 

 

 

14．施業基準 

施業基準の概要は次のとおりである。 

 

１）森林への県民の期待は、木材等林産物の供給をはじめ、水源かん養、県土の保全、地球温暖化 

  の防止、野生動植物の生育・生息の場、保健休養や環境教育の場の提供等多様化、高度化してい 

る。県有林ではこれら森林の多面的機能の発揮を図るため、森林資源の状況、自然的・経済的条 

件、地域の特性やニーズ等を総合的に考慮しながら森林を重視すべき機能に応じた水土保全林、 

森林と人との共生林、資源の循環利用林の３区分に行い、それぞれに適した施業を行うものとす 

る。 

  ２）利用区分毎の施業 

  （１）水土保全林 

         この森林は、山地災害の防止、水源かん養等公益的機能を重視し、単相林から複層林への 

    誘導を図る。 

         特に、災害等により公益的機能が著しく低下した人工林については、天然に自生する広葉 

    樹との混交林への誘導を図るものとする。 

  （２）森林と人との共生林 

         この森林は、自然のままの良好な状態を維持する森林、地域の風土や景観等を確保するた 

    めの森林、森林空間利用のための森林等それぞれの目的に適した林相への誘導、保護保存を 

    図るものとする。 

          具体的には、教育・文化・健康づくり等の場としてのふれあいの森林、森林と文化との関 

    わり等を普及・啓発するための２５世紀文化遺産の森林づくり等を行う。 

  （３）資源の循環利用林 

          この森林は、人工林施業を積極的に展開し、木材生産を主目的とした質と量に優れた収益 

    性の高い森林への誘導を図るものとする。 

 

 

15．病虫獣害対策 

      近年、九州山系を中心にシカが増加しており、天草地域を除いて、このシカによる新植苗木の 
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  食害や剥皮被害は年々増加傾向にある。 

      対策としては、経営林（水土保全林や資源の循環利用林）においては、地域の市町村との連携 

  による捕獲や防護柵を設置し、環境林（水土保全林や森林と人との共生林）では、樹種の転換等  

を行っている。    

 

 

16．気象災害への対応 

      台風による風水害が主な災害要因であるが、対策としては間伐を中心とした健全な森林づくり 

  を行うとともに、被災した場合における復旧等は森林国営保険（全団地加入）により対応してい 

  る。 

 

 

17．森林火災の記録と対応 

      直近５年においては発生していないが、火災を起こさせないためには、事業者に対して「森林 

  火災予消防マニュアル」を遵守するよう指導している。 

   また、発生した場合には、「県有林災害緊急連絡体制及び対応」に基づいて早期に対応する。 

 

 

18．地域との連携 

      県有林が森林認証を取得することで、地域の森林組合をはじめとする林業事業体や大規模森林 

  所有者に対して、森林認証の取得や持続可能な森林経営の普及及び定着に向けた取り組みを行っ 

  ていく。また、球磨川流域の国有林を管理する九州森林管理局とは持続可能な森林経営の推進に 

  関する協定を締結しており、県有林と国有林が一体となって森林認証材の流通拡大に向けた取り 

  組みを行っていく意向である。 

 

 

19．森林環境教育 

      森林の持つ多様な機能の見直しや自由時間の増加、余暇に対する意識の変化等から地域住民の 

  レクレーションに対する需要が増大するなど、緑に対する関心の高まりから、自然探勝、自然観 

  察、野外スポーツなどの場として森林活用が増えている。 

      このような状況下で、地域の小中学校や婦人会、商工会等の各種団体による森林レクレーショ 

  ンやイベント会場の提供を行う一方、森林整備課や地域振興局及び熊本県森林インストラクター 

  会による自然観察教室や森林体験教室等の開催を行っている。 

 

 

20．巡視またはモニタリングの実施状況 

      県有林は各団地に巡視員を配置しており、その巡視員が月２回を基準として巡回し、台風や集 

  中豪雤等の自然災害や病虫獣害等による被害状況を県球磨地域振興局に報告書により巡視報告を 

  行っている。     
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確認資料一覧 

 

・森林施業計画認定書（写し） 

・森林施業計画書（平成 16～20 年度） 

・森林簿 

・林分管理台帳 

・森林施業の実施に関する長期の方針 

・森林施業計画書データ（森林の現況並びに伐採計画及び造林計画） 

・熊本県純県有林位置図（ゾーニング図：1/50000） 

・団地別林相現況図（1/10000） 

・団地別森林計画図（1/5000） 

・熊本県自然環境保全図（1/200000） 

・平成 19 年度熊本県鳥獣保護区等位置図（1/100000） 

・球磨川地域森林計画書及び変更計画書（平成 15～24 年度） 

・天草地域森林計画書（平成 18～27 年度） 

・熊本県県有林経営方針（平成 17 年 8 月 5 日） 

・第 12 次県有林経営計画書（平成 18～22 年度） 

・県有林「生物多様性の保全」を考慮した施業指針 

・県有林伐採・搬出作業マニュアル 

・林業薬剤管理マニュアル 

・作業現場における油類の取扱マニュアル 

・森林火災予消防マニュアル 

・県有林におけるレッドリスク種保護に関するマニュアル 

・県有林モニタリング調査実施要領 

・県有林不法投棄等対応マニュアル 

・県有林安全作業マニュアル 

・県有林安全衛生及び健康管理マニュアル 

・県有林災害緊急連絡体制及び対応マニュアル 

・熊本県木材業者及び製材業者登録条例 

・熊本県環境基本指針 

・熊本県森林病害虫等防除事業実施要領 

・第９次鳥獣保護事業計画書 

・ニホンジカ第３期特定鳥獣保護管理計画 

・平成 18 年度熊本県シカモニタリング調査結果 

・「レッドリストくまもと 2004」（熊本県） 

・熊本県の指定希尐野生動植物の保護（熊本県） 

・八代市日奈久塩北保護区調査概要（熊本県） 

・八代の森林・林業（熊本県八代地域振興局） 

・天草林務関係管内図（熊本県天草地域振興局） 

・芦北の森林・林業（熊本県芦北地域振興局） 

・国指定文化財等データベース(文化庁) 

・県有林における森林教育研修会実施記録 

・県有林における林業技能等研修会実施記録 
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Ⅱ．審査経過 

 

１．熊本県球磨川地域（人吉市･球磨郡内県有林を除く）、天草地域内県有林の審査経過 

 

審査は、(社)全国林業改良普及協会の児島裕、野田昭一、山口森義の３名が担当した。 

 

【審査申込】 

 

平成 19 年６月５日／審査申込 

（内 容） 

１．『緑の循環認証会議』SGEC 森林認証の考え方 

２．基準・指標・ガイドラインの説明 

３．審査手順及び毎年の管理審査の説明 

４．審査申込書の受付 

５．確認資料の説明 

 

 

【企画審査】 

 

平成 19 年７月５～７日／「企画審査」での現地確認 

 

（審査員） 

(社)全国林業改良普及協会 認証審査センター 児島 裕 

 

（場 所） 

熊本県庁 

八代地域振興局管内県有林（日奈久公益保全の森・樅木団地・朴の木団地） 

 

（立ち会い者） 

熊本県森林整備課   主幹      石田敏晴 

熊本県八代地域振興局林務課 主任技師 宮原康寛 

 

（聞き取り対象者） 

熊本県県有林巡視人          緒方勢一 

                   緒方さよ子 

 

（内 容） 

審査申込書及び提出資料を確認の上、対象森林の自然条件、地域的特性、施業状況、社会環境を把握

するため、現地で下記内容の企画審査を行った。 

 

１．「企画審査」のための現地確認。 

２．県有林の管理状況の把握。 

３．森林の概況・林業・林産業の状況について聞き取り及び関連資料の確認。 

４．地域森林計画及び市町村森林整備計画の確認。 

５．森林簿・及び森林計画図の確認。 
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６．国定公園、県指定の環境保全地域、自然環境・文化財等について。 

７．管内の希尐野生動植物の生息状況についての聞き取り 

８．希尐野生動植物の保護地等・保護状況について 

９．森林環境教育・レクリエーション活動について 

 

 

平成 19 年７月 30 日／審査要件の設定 

 

（内 容） 

「企画審査」での現地確認の結果等により、ＳＧＥＣの７つの基準・36 の指標・67 のガイドラインに

基づき設定した「審査要件」から、別紙「審査判定表」の 64 項目を「審査要件」として決定し、申請

者に「審査要件」を伝えた。 

 

 

【確認審査】 

 

平成 19 年 10 月 15 日～19 日／「確認審査」での現地確認 

 

（場 所） 

熊本県庁 

天草地域振興局管内県有林 

 （動鳴山団地・向辺田団地・隠木団地・下山団地・福連木生活環境保全林） 

八代地域振興局管内県有林 

 （菖蒲谷団地・仁田尾地域環境保全林・平団地） 

芦北地域振興局 

 （正千山団地） 

 

 

（審査員） 

(社)全国林業改良普及協会         児島 裕 

(社)全国林業改良普及協会専門審査員    山口森義 

 

（立ち会い者） 

熊本県森林整備課   審議員       後藤久治 

    〃      課長補佐       中尾忠規 

    〃      主幹        石田敏晴 

熊本県天草地域振興局林務課森林保全係長  山下裕史 

   〃          参事     若杉弘文     

熊本県八代地域振興局林務課森林保全係長  平生信男 

   〃          主任技師   宮原康寛 

熊本県芦北地域振興局林務課 課長     大津義明 

   〃         主幹林務係長  山部末二 

 

（聞き取り対象者） 

熊本県天草地域振興局林務課主幹林務係長  古家宏俊 

天草地域森林組合 事業部業務課統括課長  尾崎雄二 
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水俣芦北森林組合 代表理事組合長     荒川勝喜 

   〃     参事          一川 清 

熊本県自然保護課野生鳥獣班 主幹     山本重光 

   〃    自然環境班 主任技師   今村拓郎 

八代植物友の会 副会長          冨田壽人 

熊本県県有林巡視員            柏木正光 

 

（内 容） 

１．「確認審査」での現地確認を行った。 

２．対象森林に関する確認資料の内容について、質疑応答及び関連資料の確認。 

３．熊本県内におけるシカの生息数、被害状況と特定鳥獣保護管理計画について 

４．対象地域の自然環境及び希尐野生動植物の状況について 

５．希尐野生動植物(カザグルマ)の保護対策について、地元専門家より聞き取り 

６．地域での森林環境教育の実施状況及び、取組への県有林の貢献について関係者より。 

７．地域での労働安全対策と実施状況について森林組合関係者から聞き取り 

８．委託等作業者の社会保障等への加入状況、労働安全対策について 

９．林地の保全や環境配慮事項についての受託作業者への指導状況について 

10．県有林の地域へ貢献について 

11．SGEC 森林認証の取得についての県有林の取組について聞き取り。 

 

 

【審査判定】 

 

平成 19 年 12 月 17 日／審査委員会 

 

（委員名） 

元東京大学教授・農学博士       山根明臣 

元東京農業大学教授・農学博士     河原輝彦 

木構造振興（株）専務取締役・農学博士 西村勝美 

東京農工大学教授・農学博士      土屋俊幸 

(社)林木育種協会理事長        真柴孝司 

 

（事務局） 

(社)全国林業改良普及協会 専務理事  渡辺政一 

(社)全国林業改良普及協会       児島 裕 

(社)全国林業改良普及協会       野田昭一 

(社)全国林業改良普及協会 専門審査員 山下友一 

 

(内容) 

「審査要件」及び「確認審査」内容に基づいた審査結果を審査委員会に諮り、審査決定を行った。 

 

 提示資料及び現地確認審査による審査判定表の内容から、熊本県球磨川地域（人吉市･球磨郡内県有

林を除く）、天草地域内県有林は SGEC 森林認証に値する森林であるものと認められた。 

 

 （判定内容については、判定事由書参照）
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Ⅲ．判定事由書 

 

熊本県球磨川地域（人吉市･球磨郡内県有林を除く）、天草地域内県有林の審査における

判定事由 

 

【審査判定】 

「企画審査」での審査委員会により、ＳＧＥＣの定める７つの基準・36 の指標・67 のガイドラインの

うち、「熊本県球磨川地域（人吉市･球磨郡内県有林を除く）、天草地域内県有林 審査判定表」のと

おり、64 項目を「審査要件」として決定した。 

「審査要件」に基づき「確認審査」を行い、審査判定について審査委員会に諮ったところ、 

熊本県球磨川地域（人吉市･球磨郡内県有林を除く）、天草地域内県有林は、森林認証に価する管理が

実行されている森林であると判定された。 

 なお、審査委員会により、下記６項目について、「向上目標」が付記された。 

 

 

【向上目標】 

 

１．水辺林や保護樹帯を計画図に明記し、保残をさらに徹底していくことが望まれる。 

  （３－１－１） 

 

２．今後、請負等による出材が増加することから、請負者や買受者に対する仕様書や約款により、 

 「県有林伐採・搬出作業マニュアル」の徹底を図るとともに、これら地域林業関係者と協力の下、 

 地域の実態に適合した環境負荷の尐ない伐採搬出技術の実証を、さらに一層追求することが望まれ 

 る。（３－２－２） 

 

３．シカ被害は、全国に広がっており、特に九州南部における被害は、苗木の食害にとどまらず、立 

木に対する剥皮被害も加わり、深刻化している。 

  現在実施されている特定鳥獣保護管理計画に基づいた個体数管理等の対策をより確実に推進する 

 ことが望まれる。 

  （４－６－２） 

 

４．認証対象森林に生息・生育する動植物の把握及び生物多様性の保全に関する知識の習得に努める 

とともに、教育指導を徹底し、従業者、受託者等と知識の共有に努めること。 

  (５－３－１) 

 

５．県内事業者への安全衛生管理の指導をさらに継続し、徹底していくことが望ましい。 

  (５－４－２) 

 

６．「県有林モニタリング調査実施要領」に基づき、モニタリングを継続的に実施することにより、 

森林の状態を常に把握するように努めること。その結果は、整理・分析し、今後の森林経営に反映

させること。(７－１－１)
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基準１ 認証対象森林の明示及びその管理方針の確定  

 

１－１．土地、森林資源などの所有者・管理者が明確であること。 

 

 1-1-1／妥当である 

森林認証の追加対象となる森林(以下対象森林)は、熊本県八代市及び水俣市、天草市、上天草市内に

熊本県が所有・管理する純県有林１４団地、１，７４０．３１ha である。 

「森林簿」「森林計画図(1/5000)」「八代林務関係管内図(1/50000)」「芦北林務関係管内図（1/50000）」

「天草林務関係管内図(1/50000)」「熊本県県有林位置図(1/200000)」などが常備されており、現地で

林分を確認した。 

 

１－２．対象森林の所在場所別面積、人工植栽に係る森林の区別（人工林、天然林別）、 

樹種又は林相、林齢及び立木材積が明らかな森林調査簿類が常備されていること。  

 

 1-2-1／妥当である 

「森林簿」が常備されており、５年おきの森林施業計画樹立の際の森林調査により、更新されている。 

 

１－３．対象森林の位置が、現地及び図面上で明瞭であること。  

 

 1-3-1／妥当である 

森林施業図を樹種別（スギ・ヒノキ・マツ・広葉樹）に色分けし、路網・水系などを記載した「団地

別林相現況図」（1/5000）を常備している。 

境界の管理については、GPS を活用し、境界誤認が生じないよう明示に努めている。 

なお、境界には境界杭が設置されており、認証対象森林の位置は、現地及び図面上で明確であること

を確認した。 

 

１－４．森林計画制度の森林施業計画あるいはそれに準じた管理計画が樹立されている  

 こと。管理計画の中で、森林所有者等が自らの意志で、持続可能な森林の管理・経営に 

関する基本方針が策定されていること。 

 

 1-4-1／妥当である 

対象森林は、「熊本県県有林経営方針」に基づいた第１２次県有林経営計画（H18～22 年度）により、

県有林は、水源かん養機能又は山地災害防止機能を重視する「水土保全林」、生活環境機能又は保健

文化機能を重視する「森林と人との共生林」、木材等の生産機能を重視する「資源の循環利用林」に

区分され、各々「目指すべき林相」と施業の考え方が明示されている。 

 

 1-4-2／妥当である 

H16～20 年度の森林施業計画が立てられ、認定書の写しを確認した。 

第１２次県有林経営計画書（以下、経営計画書）により、対象森林は「施業の実施に当たっては、地

域森林計画に適合するとともに、森林が多様な生物の生息地として生物多様性の保全に寄与している

ことに十分配慮し、保存すべきは保護保存し、広く県民に親しまれ、民有林の模範となる多様な森林

づくりに努める」ことを県有林の基本方針としている。 

 

 1-4-3／妥当である 

熊本県環境基本指針並びに県有林経営基本方針及び県有林経営計画に基づき、「自然環境保全、生活
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環境の維持・改善あるいは地球環境の保全に積極的に取り組み、持続可能な資源循環型社会の形成に

貢献するため」の「県有林環境方針」が策定されている。 

 

１－５．人工林のみでなく、天然林についても、地域の特性を考慮し適切な管理計画が  

 樹立されていること。 

 

 1-5-1／妥当である 

経営計画書における「県有林「生物多様性の保全」を考慮した施業指針」の天然林の内容は、「多様

な動植物の生息・生育地となっている林分が多数占める当該森林においては、保存すべき環境林と、

有用な木材を得ることを目的に管理される経営林に区分して施業に当たる。環境林においては地域住

民の生活や国土保全上支障が無い限り保護保存を基本とした整備を実施し、必要な箇所では受光伐を

行うなどして、多様な公益的機能の維持増進に努める。経営林においては、天然林施業によるものと

し、主伐面積を最大でも２ha 以内に止め、更新を確保するための母樹等の保存に努める。天然林の更

新については、原則として天然下種更新によるものとする」としており、当該地域の地域の森林計画

とも整合していることを確認した。 

 

基準２ 生物多様性の保全 

 

２－１．生物多様性保全のための計画は、ランドスケープレベルの管理方針が定められて 

いるとともに、主要な森林タイプについて林分レベルの管理方針が定められていること。 

 

 2-1-1／妥当である 

対象森林は、球磨川森林計画区及び天草森林計画区に位置しており、地域森林計画及び、経営計画に

おいて、「森林が多様な生物の生息地として生物多様性の保全に寄与していることに十分配慮し」た

上で「水土保全林」「森林と人との共生林」「資源循環利用林」と機能ごとに３区分し、それぞれ、

生物多様性に配慮した森林整備の推進方向が定められており、経営計画において、保護保存すべき環

境林と施業林である経営林に明確に区分し、経営にあたっている。 

なお、経営林の施業にあたっては「県有林「生物多様性の保全」を考慮した施業指針」（以下/施業指

針）を定めている。 

 

 

 2-1-2／適用除外 

対象森林には、原生林及びそれに近い森林は無いが、江戸時代からのカシの美林として知られる福連

木官山に隣接する福連木生活環境保全林は、森林と人との共生林として管理されている。 

 

２－２．対象森林内で生物多様性の確保に重要な構成要素（原生林、天然林、里山林、  

 草地、湿地、沼、農地など）が地図上で明らかにされ、それらの管理方針が定められて 

いること。 

 

 2-2-1／妥当である 

「熊本県自然環境保全図(1/200000)」を作成し、生物多様性の維持上重要な自然環境保全地域や緑地

環境保全地域、「熊本県ふるさとの森林」、巨樹などを明示している。 

動植物の重要種については、「熊本県野生動植物の多様性の保全に関する条例」により、指定希尐野

生動植物及び生息地等保護区を指定し、保護管理事業計画に基づいて保護管理にあたっている。 
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 2-2-2／妥当である 

施業指針において「水辺林の保全」を基本方針としており、そのための施業基準により、対象森林内

の渓流沿いなどが、自然植生を維持した水辺林、憩いの場として、適切に保全・利用されていること

を確認した。 

 

２－３．絶滅危惧Ⅰ類、 絶滅危惧Ⅱ類、準絶滅危惧に属する種及びその生息地の保護が 

 図られていること。 

 

 2-3-1／妥当である 

「レッドリストくまもと 2004」は、インターネットで常時閲覧でき、希尐野生種については、「熊本

県野生動植物の多様性の保全に関する条例」に基づいて、指定希尐野生動植物及び生息地等保護区を

指定し、保護管理事業計画を定めている。 

八代管内の県有林には、カザグルマの自生地があり、上記に基ずく保護区が設定され、保護管理事業

計画によるﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査等の対策が実行されていることを確認した。 

県有林を管理する各地域振興局には、保護が必要な希尐野生動植物の写真等が掲示してあり、生態情

報の収集に努めていることを確認した。 

 

 2-3-2／妥当である 

また、施業指針により、レッドリスク動物等が確認された場合は、「営巣木として価値のある立木や

昆虫・鳥類等の餌場として価値のある枯木・空洞木等を保護するなど生育環境の改善に努める」とし

ていることを確認した。 

 

 2-3-3／妥当である 

作業道の土留や、管理歩道、治山施設の谷止工などに、間伐小径木が積極的に利用されていることは、

小動物の生育・繁殖に対する配慮としても優れている。 

なお、施業指針において、「可能な限り木材等の生物系資材の利用に努めるなど、小動物の生息等へ

の配慮に努める」こととしている。 

 

２－４．下層植生を含め自然植生の保護に努めること。  

 

 2-4-1／妥当である 

対象森林は、除・間伐が適切に行われており、林内は明るく、林縁植生及び下層植生は良好に維持さ

れている。 

ただし、一部地域でシカの被害が出始めている林分が見受けられる。シカ害については後記する。 

また、指定希尐野生動植物「カザグルマ」の自生地については、上記の通り。 

他の貴重な自然植生等については、施業指針及び「県有林におけるレッドリスト種保護に関するマニ

ュアル」に基づき、貴重な自然植生等が確認された場合は、専門家の意見を聞いた上で、必要な保護

対策を行うこととしていることを確認した。 

 

基準３ 土壌及び水資源の保全と維持 

 

３－１．伐採に当たっては、風が強く当たる尾根筋、水系及び道路沿いには適切な保護  

 樹帯を設けていること。 
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 3-1-1／妥当である（向上目標付記） 

対象森林内の尾根筋や境界に良好な保護樹帯が設けられていることを確認した。 

ただし、一部林分において、尾根筋・沢筋の保護樹帯への配慮が不十分な林分が見受けられた。保護

樹帯は、造林木の保護及び水土保全、生物多様性の保全にも大きな効果をもたらすことから、計画の

実行においてより慎重な対応が求められる。 

 

 3-1-2／妥当である 

施業指針により「立地条件に適合した植生の保護樹帯を設定する」「針葉樹の一斉林となっている林

分は広葉樹の導入を図っていく」とし、実行に移されていることを確認した。 

 

３－２．森林の伐採集運材に当たっては、近隣の水資源や土石流出防止機能などへの影響 

を考慮し、地表面の保護が図られるよう慎重に配慮されていること。  

 

 3-2-1／妥当である 

山地災害の防止、水源かん養機能等の機能を重視する森林は、経営計画及び地域森林計画において「水

土保全林」とされ、複層林等の「非皆伐施業」ないし、帯状の小面積皆伐を行うなどの指針を設け、

適切に実行されていることを確認した。 

なお、保安林等制限林の指定施業要件は遵守されていることを確認した。 

 

 3-2-2／妥当である（向上目標付記） 

熊本県有林の伐採・集運材に関わる作業は、請負者(間伐まで)と立木処分の買受者(主伐)により実行

されている。これら実行者に対しては、入札の際、約款や仕様書等により、施業指針及び「県有林伐

採・搬出作業マニュアル」に従い、最も適切な作業に努めるよう指導している。 

県有林では、今年度から列状間伐を本格的に採用しているが、試験的先行実施地においては、表土、

下層植生ともに良好な状態であることを確認した。 

 

３－３．林業機械に用いる、燃料、オイルその他の汚染物質および農薬など化学物質が  

 水系に流出しないよう注意を払うこと。 

 

 3-3-1／妥当である 

燃料・オイル類は、関係法令及び「県有林作業現場における油類の取扱いマニュアル」に基づき、適

切な管理のもと使用している。 

林業薬剤は使用していないが、やむおえず使用する場合は、森林病害虫等防除法及び「県有林林業薬

剤管理マニュアル」に基づき、適切な管理のもと、最小限の林業薬剤を使用することとしている。 

 

３－４．林道等の開設に当たっては、水土保全に細心の注意を払うこと。  

 

 3-4-1／妥当である 

対象森林の施業指針により「林道及び作業道の開設においては、林道規程等の基準を遵守し、河川等

の汚濁防止並びに土砂等の流出防止に努めるとともに、可能な限り木材等の生物系資材の利用に努め

るなど、小動物の生息等への配慮に努める」とし、路線の選定にあたっては、「切盛土量が尐なくな

る線形」及び、「大きな沢の横断、擁壁等恒久的工作物を必要とする箇所は避ける」などに努めてい

ることを確認した。 
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基準４ 森林生態系の生産力及び健全性の維持 

 

４－１．伐採量は森林の機能区分別に指定された森林施業計画認定基準の範囲内であり、 

適正に配置されていること。 

 大面積皆伐は避け、可能な箇所では、非皆伐施業を行う。また林産物資源の収穫は、  

 それが持続できるよう定められていること。  

 

 4-1-1／妥当である 

経営計画における、伐採計画の決定にあたっては、森林の公益的機能の持続的な発揮、森林資源の構

成や成長量、過去の伐採実績、経済性等を踏まえながら必要な収穫量を計画していることを確認した。 

経営計画の森林の利用区分毎の施業の考え方により、「水土保全林」は、原則非皆伐で複層林への誘

導を図る、「森林と人との共生林」は、収穫の対象としない、「資源の循環利用林」は、80 年以上の

長伐期施業などの指針を設け、実行にあたっている。 

 

 4-1-2／妥当である 

「県有林「生物多様性の保全」を考慮した施業指針」に基づき、機能区分毎の指針に応じて実行され

ている。 

「森林施業計画書データ」に林分毎の伐採方法・伐採率・面積・材積、伐採予定時期等が記載されて

いることを確認した。 

 

 4-1-3／妥当である 

県有林経営計画書及び森林施業計画書の伐採計画に準じて間伐等の伐採が行われていることを確認し

た。 

 

４－２．伐採後は計画期間内に確実に更新されていること。伐採跡地などの人工更新は、 

施業の履歴を踏まえて、適地適木の原則が守られていること。  

 

 4-2-1／妥当である 

「林分管理台帳」に、林分毎の施業履歴が残されていることを確認した。 

皆伐が行われた場合は、２年以内に「適地適木」の原則に基づき、地元で育苗した在来品種の苗木を

植えていることを確認した。 

 

 4-2-2／妥当である 

経営計画の県有林「生物の多様性」を考慮した施業指針は、「球磨川地域森林計画書」及び「天草地

域森林計画書」の施業基準とも整合していることを確認した。 

「森林施業計画書」に更新計画が作成されていることを確認した。 

 

 4-2-3／妥当である 

施業指針により、適地適木の原則に基づき、地域に適合した在来樹種の選定に努めていることを確認

した。 

 

 4-2-4／妥当である 

植え付け後は、巡視等により、その地に根付かなかった苗木が確認された場合は、すみやかに補植を

行っている。 

近年、多発してきているシカによる苗木の食害に対して、防護柵の設置や巡視の強化、補植などの対
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処措置をとっていることを確認した。 

 

４－３．天然林についても、的確な更新作業が行われていること。  

 

 4-3-1／妥当である 

経営計画の県有林「生物の多様性」を考慮した施業指針により、天然林は、機能区分の基準に応じて

経営林と環境林に区分して施業にあたっており、経営林における天然林の主伐上限を 2ha 以内に止め

るとしている。 

現在、天然林については、安全確保等の必要に応じた伐採以外行われておらず、過去ごくまれに経営

林において、文化財等の補修に必要など、地域の要請による、有用樹等のの伐り出しが行われている。 

これら天然林の施業については、天然下種更新を原則とした天然林施業とし、画一的な施業をさける

意味から輪伐期等の基準は設けず、母樹等の状態に応じて行っていることを確認した。 

なお、熊本県では、神社・仏閣等の修復に必要な大径木等の確保が難しくなってきていることから、

遠い将来に必要な資材を提供することを目的とした「25 世紀文化遺産の森林」を対象森林内に設け、

「森林文化」や「木の文化」の学習の場としても活用していく計画であることを確認した。 

 

 4-3-2／適用除外 

現地確認により、天然林の択伐施業は、行われていないことを確認した。 

このため、審査委員会により、審査要件から除外した。 

 

４－４．期間内における保育計画が明らかであり、現地の実態に応じて適切に行われて  

 いること。 

 

 4-4-1／妥当である 

経営計画の県有林「生物の多様性」を考慮した施業指針及び「標準施業体系図」を作成し、施業にあ

たっている。 

下刈り、除・間伐の際に、有用広葉樹を造林木の生育に支障のない限り、保存し保育に努めているこ

とを確認した。 

 

 4-4-2／妥当である 

「林分管理台帳」に、林分毎の施業履歴が残されていることを確認した。 

「森林施業計画書」に保育計画が作成されていることを確認した。 

 

４－５．必要に応じて間伐が的確に実行されること。  

 

 4-5-1／妥当である 

「森林施業計画書」に林分毎の伐採率、数量、間伐方法、予定時期が明示されていることを確認した。 

 

 4-5-2／妥当である 

経営計画の県有林「生物の多様性」を考慮した施業指針及び「標準施業体系図」を作成し、施業にあ

たっている。 

下刈り、除・間伐の際に、有用広葉樹の保存に努めており、「野鳥等の営巣、探餌が確認された枯損

木等は、主林木の成長に支障のない限り残す」方針であることを確認した。 

 

 

 4-5-3／妥当である 
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「林分管理台帳」に、林分毎の施業履歴が残されていることを確認した。 

対象森林では、保育間伐にあたっては、若齢林分から優先して本数 30％以上の間伐を行い、利用間伐

にあたっては、３残１伐等の定量的な列状間伐を推進するなど、除・間伐が遅れないように行われて

いることを確認した。 

 

４－６．森林の病虫獣害に対する適切な防除・対策が図られていること。  

 

 4-6-1／妥当である 

病虫獣害の防除については、森林病害虫等防除法、および鳥獣保護法の鳥獣保護事業計画に基づいて

行うものとしている。             

熊本県では、ニホンジカによる農林業被害が深刻化していることから、第３期特定鳥獣保護管理計画

(H19～24)が実施されており、メスジカの一部可猟化や狩猟期間の延長などの対策がとられている。 

 

 4-6-2／妥当である（向上目標付記） 

近年、九州山系を中心にシカが増加しており、県内の生息数は、45,733 頭（18 年度）と推定されてい

る。このシカによる食害や剥皮被害は近年急速に広がりを見せる傾向にあり、把握が追いつかない現

状である。 

シカ害対策については、熊本県第３期特定鳥獣保護管理計画に基づいて、２頭/?を目標とする個体数

管理等の保護管理対策が実行されている。 

対象森林においては、天草を除く地域で被害が確認されており、防護柵の設置など必要な措置を講じ

ているが、柵ネットを破って侵入する被害も発生しており、保護管理計画の早急な達成が求められる。 

 

４－７．山火事に対する適切な予防と被害への対処が図られていること。  

 

 4-7-1／妥当である 

「県有林森林火災予消防マニュアル」を定め、林野火災の予防及び消火体制を整えている。 

 

 4-7-2／妥当である 

「県有林森林火災予消防マニュアル」に基づき、消防訓練などに参加するとともに、地元行政及び森

林組合、消防署などと緊急連絡体制を組み、消火体制を整えている。 

 4-7-3／適用除外 

該当なし 

 

４－８．／農薬など化学物質の使用については、法令などを遵守し、かつ必要最小限の  

 使途にとどめていること。 

 

 4-8-1／妥当である 

林業薬剤は使用していないが、林業薬剤を使用する場合は、森林病害虫等防除法及び「林業薬剤管理

マニュアル」に基づき、適切な管理のもと、最小限の林業薬剤を使用することとしている。 

 

 

基準５ 持続的森林経営のための法的、制度的枠組  

 

５－１．日本の全ての法律および日本が調印した全ての国際条約や合意を遵守すること。 
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 5-1-1／妥当である 

森林管理及び環境保全上必要な法令及び条例を遵守する事を確認した。 

 

 5-1-2／妥当である 

「林野小六法」「環境六法」などの法令集が常備されており、いつでも参照できる環境が整えられて

いる。 

 

５－２．地域社会の法的あるいは慣習的な財産・資源などの利用権が尊重されていること。 

 

 5-2-1／適用除外 

地元関係者により、認証対象森林には、入会権などの慣習的利用権がないことを確認した。 

 

 5-2-2／適用除外 

該当なし 

 

５－３．管理計画の実行に当たり、雇用者、委託者や林業従事者に対して生物多様性や  

 労働安全などに関して適切な訓練と指導を行っていること。  

 

 5-3-1／妥当である（向上目標付記） 

県林業労働力確保支援センター、林業研究指導所による各種技能研修が、対象森林で年間計画に基づ

いて実施されていることを確認した。 

また、各地域振興局には、保護すべき動植物(県指定希尐野生動植物)が、写真で掲示してあり、指導

文書類も用意し、周知を図っていることを確認した。 

 

 5-3-2／妥当である 

委託者を含む従事者に対して「県有林安全作業マニュアル」「県有林安全衛生及び健康管理マニュア

ル」を定め、労働災害の防止に努めている。 

なお、上記安全作業講習の他、「安全衛生大会」及び林業・木材産業労働災害防止協会の「安全講習

会」などに積極的に参加することを指導している。 

 

５－４．従業員に対する社会保障、必要な訓練の実施、健康と安全の確保を図られている 

こと。 

 

 5-4-1／妥当である 

職員は、地方公務員共済保険に加入している。 

請負等業者へは、県森連、県木連等を通して、加入に努めるよう指導しており、事業者への聞き取り

により、法律で義務づけられた社会保険に加入していることを確認した。 

 

 5-4-2／妥当である（向上目標付記） 

請負者・買受者等は、一般競争入札によって選定されるため、労確法に基づく「木材・製材業認定事

業体」等の取組を進めることによって、安全衛生管理体制が整った適切な事業者を育成するよう努め

ている。 
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基準６ 社会・経済の便益の維持及び増進  

 

６－１．市民に自然に触れ合う機会／場所の提供に努めていること。 

 森林を地元にできるだけ公開し、便益の提供をすること。  

 

 6-1-1／妥当である 

地域の小中学校や婦人会、商工会等の各種団体による植樹や森林レクレーション、イベント会場の提

供を行うとともに、県森林整備課及び熊本県森林インストラクター会による自然観察教室や森林体験

教室等の開催を行っている。 

 

６－２．入山者に対する環境教育、安全などへの指導および対策が整備されていること。 

 

 6-2-1／妥当である 

県森林整備課では、自然観察会などのプログラムを実施するとともに、緑の尐年団及び森林ボランテ

ィアの育成にも取り組んでいる。 

福連木生活環境保全林や西の岩団地など、一般市民の利用が想定される森林については、自然解説板

や案内板などが設置されており、経営林などについては、安全等についての啓発看板が設置されてい

ることを確認した。 

 

 6-2-2／妥当である 

啓発看板を設置し、利用者に対して、山火事防止、ゴミの持ち帰り、動植物の採取など、森林でのマ

ナーを守るように、協力を求めている。 

なお、山林への不法投棄が問題化していることから、「県有林での不法投棄等への対応マニュアル」

を作成し、適切な処置と再発防止に努めていることを確認した。 

 

６－３．森林レクリエーションや景観の維持に配慮した森林管理が必要な森林においては、 

適切な対応がとられていること。 

 

 6-3-1／妥当である 

森林レクリエーションや景観の維持に配慮した森林管理が必要な森林は、経営計画の３機能区分によ

り「森林と人との共生林」としてゾーニングされており、その指針等により適切に整備されているこ

とを確認した。 

 

 6-3-2／妥当である 

対象森林の一部が、雲仙天草国立公園第Ⅱ種特別地域(向辺田団地)に含まれている他、福連木生活環

境保全林は、保健保安林及び県自然環境保全地域に指定されている。これら保安林や国定公園、県立

自然公園などは、経営計画の団地別県有林設定事業名及び制限関係一覧表に明示され、それぞれの基

準・規範に基づいて施業を行っていることを確認した。 

 

 6-3-3／妥当である 

レクリエーション的な利用が期待される福連木生活環境保全林及び西の岩団地、菖蒲谷団地等に遊歩

道、休憩舎、案内板等が適切に設置されていることを確認した。 

 

６－４．文化的・歴史的に重要な遺跡や資源・社会的に価値の高い森林が保護されている 

こと。 
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 6-4-1／妥当である 

対象地内には、稀尐野生植物を保護するための指定希尐野生動植物保護区が設けられ、厳

正に管理されていることを確認した。 

また、熊本県では、地域の人々に親しまれ、シンボルとなる森林や巨樹などを「熊本県ふるさとの森

林」や「ふるさと熊本の樹木」として指定している。 

 

 6-4-2／妥当である 

天草の福連木角山は、江戸時代から幕府官山として槍の柄(カシ)の産地として管理されてきた地域で

ある。一時ヒノキ植えられたが、現在は、県有林福連木生活環境保全林として、自然植生への誘導が

図られ、遊歩道や解説板が設置されていることを確認した。 

また、県民の自然体験やレクリエーションの場として親しまれている森林については、県森林整備課

が選定した「ふるさと熊本の森林」に指定して、県のホームページ等を利用して一般への PR に努めて

いる。 

 

６－５．「緑の循環システム」の趣旨が尊守されるよう、認証森林より産出された認証林 

産物を、消費者に対し適正に提供するために、認証林産物が、明確に区分けされるよう 

努めること。 

 また、認証森林から産出される認証林産物が、緑の循環資源として、多様な用途に有効 

活用されていること。 

 

 6-5-1／妥当である 

今回の対象森林は、昨年の人吉市・球磨郡内県有林に続いての申請であり、県内で認証林産物の産出

量をまとめることにより、地域への認証林産物の定着と波及効果の拡大を意図したものである。 

認証取得後は、産出された木材等林産物の分別を明確に行い、SGEC 分別・表示事業体認定を取得して

いる素材生産業者等の情報を収集し、認証材が円滑に流通するようさらに努める意向である。 

 

 6-5-2／妥当である 

林道・作業道の土留や横断排水溝、管理歩道などに対象森林の整備の際に産出した、支障木や間伐小

径木が活用されていることを確認した。 

 

６－６．対象森林の管理・整備が地球温暖化防止の二酸化炭素吸収源としてプラスになる 

よう努めていること。 

 

 6-6-1／妥当である 

若齢林分の間伐を優先させるなど、除・間伐が適切に行われ、森林の健全性が保たれている事を確認

した。 

また、間伐材等の利用率を上げるため、効率的な列状間伐の推進や、林内路網の整備に積極的に取り

組んでいることを確認した。 

 

 6-6-2／妥当である 

熊本県環境基本指針に基づいた「県有林環境方針」を定め、温暖化防止の観点から化石燃料の使用削

減に努めている。 

 

６－７．地元住民、利害関係者等との対話連携を図り、地域社会における役割と貢献に 

 配慮して取り組んでいること。 
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 6-7-1／妥当である 

対象森林の経営目的は、「県有林を適切に施業及び管理することにより、県土の保全、水資源のかん

養、自然環境の維持形成、県民の保健休養の場の提供、林産物の持続的供給等の機能の発揮を図り、

もって森林・林業行政の先導的役割を果たすとともに、県民の福祉の向上及び地域の振興に資する。」

（経営方針）ことである。 

その目的に添って、列状間伐や路網整備など新しい技術の導入を先導的に行っていることなどを確認

した。 

また、対象森林を現地で管理する各地域振興局を通して、地元住民等との対話・交流は密に保たれて

いる。 

 

 6-7-2／妥当である 

今回の対象森林は、昨年の人吉市・球磨郡内県有林に続いての申請であり、県内で認証林産物の産出

量をまとめることにより、地域への「持続可能な森林経営」の普及効果の拡大を意図したものである。 

昨年同じく取得した球磨川流域国有林とも一体となって、今後も森林認証の取得や持続可能な森林経

営の普及及び定着に向けた取り組みを行っていく意向である。 

 

基準７ モニタリングと情報公開 

 

７－１．管理計画の実行状況としての影響を評価するためのモニタリングを適宜実施する 

こと。 

 モニタリングの結果は、管理計画の実行及び改訂に反映され、必要に応じて見直しが  

 図られること。 

 

 7-1-1／妥当である（向上目標付記） 

「県有林モニタリング調査実施要領」を定めており、巡視時及び作業完了時のチェック項目を設定し

ている。 

上記に基づき、モニタリングを継続的に実施し、林分管理台帳等との適合をはかり、自己検証をはか

れる仕組みを検討している。 

 

７－２．地方自治体などが全体の多様性を推測する指標生物群のモニタリングを行って  

 いる場合、その調査に対する協力体制が整っていること。  

 

 7-2-1／妥当である 

対象森林内の「カザグルマ」自生地で、県自然保護課による保護育成実験区が設けられており、モニ

タリング調査に協力している。 

また、第 3 期特定鳥獣保護管理計画に基づく「シカモニタリング調査」にも、自然保護課と一体とな

って、取り組んでいることを確認した。 

なお、その他の研究機関等から協力要請があった場合も積極的に協力することとしている。 

 

７－３．対象森林に関する各種情報の記録を極力残すこと。施業を行った場合は、作業  

 種別、年度別、所在場所別に施業記録が残されていること。  

 

 7-3-1／妥当である 

林分管理台帳に林分別・年次別の施業履歴及び、諸被害の履歴が記録されている。 
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九州中央山地周辺で、シカの被害が近年急速に拡大中であり、現在把握に努めている。 

 

７－４．管理計画、モニタリングについては、公正・公開を原則とすること。  

 

 7-4-1／妥当である 

県有林の管理経営に関する情報は、熊本県情報公開条例に基づき、公開を原則としている。  


